
 
 
 

大阪・中之島プロジェクト環境影響評価準備書に関する市長意見 

 

 

 本事業について、大阪市環境影響評価専門委員会の報告書の内容を踏まえて検討し、事

業者が考慮すべき事項を次のとおり取りまとめた。 

事業の実施にあたっては、次に掲げる事項並びに同報告書の趣旨に十分配慮されたい。 

 

 

記 

 

 

〔大気質〕 
１ 建設機械等の稼動による影響については、今後の詳細な工事計画策定において排出

量抑制に努めるとともに、工事の実施にあたっては更なる配慮を行うこと。 
 ２ 事後調査により、建設機械や工事敷地内における工事関係車両の稼働状況を的確に

把握し、予測値を可能な限り下回るよう稼動調整などの適切な工事管理を行うこと。 
 
〔騒音、振動〕 
   建設工事に関する事後調査については、夜間工事の実施の有無にも配慮し、周辺の

住居等の存在を踏まえ、地点、時期及び頻度について適切に設定すること。 
 
〔廃棄物・残土〕 

 施設の利用にあたっては、廃棄物の減量化、再資源化をより一層推進するため、ご

み減量や分別排出などについて入居テナントに対する周知・指導を継続的に行うこと。 
 

〔地球環境〕 
   西地区については、可能な限り温室効果ガスの排出抑制につながる施設計画とする

こと。 
 
〔水質、水象、動物、植物、生態系〕 

 事業の実施にあたっては、熱供給事業の実施に伴う河川環境への影響を極力低減す

るよう、熱供給事業者と連携して環境保全に努めること。 
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